
豊島区被災建築物応急危険度判定実施要綱

令和２年５月 15日
建築担当部長決定

（目的）

第１条 この要綱は、豊島区地域防災計画に基づき、大地震で被災した建築物について、そ

の後の余震等による倒壊の危険性や外壁・窓ガラス等の落下、付属設備の転倒等の危険

性を速やかに調査し、危険度の判定及び表示等を行う被災建築物応急危険度判定（以下

「判定」という。）に係る必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保する

ことを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

（１） 判定士 判定の業務に従事する者であって、東京都防災ボランティアに関する要

綱（平成７年５月 11日６総災防第 280号。以下「東京都防災ボランティア要綱」と
いう。）に基づき東京都知事（以下「都知事」という。）により防災ボランティアに

登録された者又は道府県の知事が定める要件を満たす者をいう。

（２） 地元判定士 判定士のうち区内に在住し又は在勤する者をいう。

（３） 判定コーディネーター 被災建築物応急危険度判定実施本部（以下「判定実施本部」

という。）と判定士との連絡調整及び判定士の指導・支援を行う者をいう。

（４） 協定締結団体 「災害時における被災建築物応急危険度判定等に関する協定」を締

結した建築関係団体をいう。

（５） 協会判定士 判定士のうち協定締結団体に属する者をいう。

（判定実施本部の設置及び判定実施要否の判断）

第３条 建築課長は、豊島区において震度５弱以上の地震が発生した場合に、災害対策本部

（豊島区災害対策本部条例（昭和 38年７月 18日条例第 12号）第１条の豊島区災害対
策本部をいう。）に判定実施本部を設置する。

２ 判定実施本部の長（以下「判定実施本部長」という。）は、建築課長をもって充てる。

ただし、建築課長に事故があるときは、建築審査担当課長又は建築審査担当課長補佐を

もって充てる。

３ 判定実施要否は、次に掲げる状況において判定実施本部長が判断を行う。

（１） 震度６弱以上の場合は判定を実施する。ただし、被害の状況に応じた判定実施本部

長の判断に基づき、判定を実施しないこともある。

（２） 震度５強以下の場合は、被害の状況に応じた判定実施本部長の判断に基づき、判定



実施の要否を判断する。

（実施の連絡）

第４条 判定実施本部長は、判定の実施を決定した時は、直ちに、災害対策本部長室、判定

支援本部（東京都）、地元判定士及び協定締結団体にその旨を連絡するものとする。

（判定実施計画）

第５条 判定実施本部は、次に掲げる収集した被災に関する情報に基づき、判定実施計画を

策定する。

（１） 区内の被害状況

（２） 区外の広域な被害状況

（３） 区内のライフライン、交通機関、避難所となる公共施設等の被害状況

２ 前項の判定実施計画は、次に掲げる各号を定めるものとする。

（１） オペレーションタイプ

（２） 判定実施区域及び優先順位

（３） 対象となる建築物の用途規模

（４） 判定実施期間

（５） 必要判定士数

（６） 必要判定コーディネーター数

（７） 必要判定資機材の数量

（８） その他必要と認められる事項

（判定を実施しない区域）

第６条 判定の実施を見送る区域は、次に掲げる各号のとおりとする。

（１） 危険物の貯蔵所、製造所、取扱所等が存する区域

（２） 崖が崩壊するおそれのある区域

（３） 延焼のおそれのある区域

（４） 暴動が発生している区域

（５） 前各号に掲げるもののほか、二次被害が発生するおそれのある区域

（判定の対象となる建築物）

第７条 判定の対象となる建築物は、判定を実施する区域に存する民間の住宅（共同住宅を

含む。）であって、階数が 10階未満のものとする。
２ 判定実施本部長は、被害状況により必要があると認めるときは、前項の住宅以外の建築

物について判定を実施することができる。

（判定士等の要請）

第８条 判定実施本部は、第５条の規定により判定実施計画を策定したときは、必要に応じ

て次に掲げるとおり要請を行うものとする。

（１） 判定支援本部（東京都）に対して、判定士、判定実施本部員及び判定コーディネー

ターの派遣並びに判定資機材等の支援要請を行う。



（２） 地元判定士及び協定締結団体に対して、参集要請を行う。

（住民への周知）

第９条 判定実施本部長は、第５条の規定により判定実施計画を策定したときは、判定に係

る次に掲げる事項について、災害対策本部の指令情報部の協力を得て住民に対して広報

するものとする。

（１） 開始日時

（２） 実施する期間

（３） 実施する区域

（４） 問い合わせ窓口となる連絡先

（５） 前各号に掲げるもののほか、判定実施本部長が必要と認めるもの

（判定コーディネーターの指名）

第 10条 判定実施本部長は、判定実施本部と判定士との連絡調整及び判定士その他の判定
の業務に従事する者に対する判定の指導等を行わせるため、東京都が作成した判定コー

ディネーターの名簿に登載されている者の中から判定コーディネーターを指名する。

（他の自治体に対する支援）

第 11条 区長は、都知事から他の自治体に対する支援の要請があったときは、判定士及び
判定コーディネーターの派遣、派遣に伴う交通、宿泊施設の確保及び判定資機材の提供

に関し、都知事との間で必要な連絡及び調整を行うものとする。

２ 前項の要請に応じるために他の自治体に区職員を判定士又は判定コーディネーターと

して派遣する場合は、公務として扱うものとする。

（業務マニュアル）

第 12条 この要綱に定めるもののほか、判定は、被災建築物応急危険度判定必携及び豊島
区被災建築物応急危険度判定実施マニュアルの定めるところにより行うものとする。

（判定資機材等の備蓄）

第 13条 区長は、判定資機材等の備蓄を行うものとする。
（地元判定士との連絡体制等）

第 14条 区長は、地元判定士に対して参集要請を行うための名簿を作成し、連絡訓練等に
より地元判定士との協力体制を構築する。

２ 前項の名簿は、必要に応じて再編することとする。

（委任）

第 15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、判定実施本部長が別に定める。

附 則

１ この要綱は、令和２年５月 15日から施行する。


